
公立大学法人福井県立大学内部統制システム運用規程 

 
令和２年４月１日 

公立大学法人福井県立大学規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人福井県立大学（以下「法人」という。）における業務の有効性お

よび効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守の促進、資産の保全ならびに財務報告の信頼性

の確保の重要性に鑑み、公立大学法人福井県立大学業務方法書（以下「業務方法書」という。）第

２条に記載する役員（監事を除く。以下同じ。）の職務の執行が地方独立行政法人法（平成１５年

法律第１１８号）または他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す

るための体制（以下「内部統制システム」という。）について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）部局等 各学部・研究科、情報センター、国際センター、地域連携センター、共通教育センタ

ー、附置研究所、附属施設および事務局をいう。 

（２）部局等の長 前号に定める部局等の長をいう。 

（３）モニタリング 内部統制システムが有効に機能していることを継続的に監視・評価するプロセ

スをいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、法人の役員および職員（以下併せて「役職員」という。）に適用する。 

（内部統制委員会） 

第４条 法人に内部統制委員会を置く。 

２ 内部統制委員会は、第７条に規定する内部統制推進担当役員、部局等の長その他必要な役職員を

もって組織する。 

３ 委員長は、内部統制推進担当役員とする。 

（理事長の責務） 

第５条 理事長は、法人の内部統制システムの整備および運用に関し、統括し、その最終責任を負う。 

２ 理事長は、内部統制委員会で策定した推進方針を職員に周知するとともに、内部統制システムに

関し、適時、必要な見直しを行う。 

（監事の責務等） 

第６条 監事は、法人の内部統制システムの整備および運用状況を監視し、検証する。 

２ 監事は、前項の実施に必要と認める場合には、役職員から報告を求め、または関連する文書・資

料の閲覧または提出を求めることができる。 

（内部統制推進担当役員） 

第７条 理事長は、法人に内部統制推進担当役員を置き、理事（経営担当）をもって充てる。 

２ 内部統制推進担当役員は、業務方法書および内部統制委員会が策定する推進方針に基づき、内部

統制システムの整備および運用を推進し、その状況を把握し、定期的に内部統制委員会に報告する

ものとする。 

３ 内部統制推進担当役員は、必要に応じて、内部統制システムの推進に関し、役職員に研修を実施

するとともに、職員の意見を聴く機会を設けるものとする。 

４ 内部統制推進担当役員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合または発生のおそれ

がある場合には、直ちに理事長および監事に報告し、併せて必要な緊急措置および是正措置を執る

ものとする。 

５ 内部統制推進担当役員は、役職員の不正および違法行為ならびに著しい不当事実を発見し、また

は報告（通報を含む。）があった場合には、速やかに必要な措置を執るとともに、理事長、理事お

よび監事に報告し、併せて再発防止のための措置を講ずる。 

（内部統制推進責任者） 

第８条 内部統制推進担当役員は、部局等の内部統制システムの整備および運用を推進するため、部

局等に内部統制推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。 

２ 内部統制推進責任者は、当該部局等における内部統制システムの整備および運用を推進し、その



状況を把握し、定期的に内部統制推進担当役員に報告するものとする。 

３ 内部統制推進責任者は、内部統制システム上の不備を発見した場合には、速やかに是正措置を講

じ、定期的に内部統制推進担当役員に報告するものとする。 

（内部統制管理部門） 

第９条 内部統制推進担当役員は、内部統制システムに関する事務を処理するため、内部統制管理部

門を置き、事務局をもって充てる。 

（内部統制管理者） 

第１０条 内部統制管理部門に、内部統制管理者を置き、事務局の各部長をもって充てる。 

２ 内部統制管理者は、内部統制推進担当役員の命を受け、内部統制システムに関する所掌事務を総

括する。 

３ 内部統制管理者は、内部統制システムに関する事務の遂行状況を把握し、定期的に内部統制担当

役員に報告するものとする。 

４ 内部統制委員会は、内部統制システムの整備および運用に係る推進方針を策定し、当該年度に実

施する定期的なモニタリング事項を選定する。 

５ 内部統制委員会は、内部統制システムの整備および運用に関する定期的な状況報告に基づき、理

事長に対し、内部統制システムに係る必要な改善策を提言する。 

（役職員の責務） 

第１１条 役員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合または発生のおそれがある場合、

ならびに役職員の不正もしくは違法行為もしくは著しい不当事実を発見し、もしくは通報があった

場合には、内部統制推進担当役員に報告しなければならない。 

２ 職員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合または発生のおそれがある場合、なら

びに役職員の不正もしくは違法行為もしくは著しい不当事実を発見し、もしくは通報があった場合

には、内部統制推進責任者または内部統制管理者を通して、内部統制推進担当役員に報告しなけれ

ばならない。 

３ 職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制推進担当役員または監事に直接報告

することができる。 

４ 前３項に規定する報告に関し必要な事項については、公益通報の例に準じて取り扱うものとする。 

（監事との連携） 

第１２条 理事長は、内部統制システムに関し、監事と定期的または必要に応じて、意見および情報

の交換を行う。 

（モニタリング)  

第１３条 法人は、次の各号に掲げるモニタリングを行う。 

（１）日常的モニタリング 

（２）定期的モニタリング 

（３）独立的評価 

２ 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検および相互牽制ならびに承認手続きに

より行う。 

３ 定期的モニタリングは、内部統制担当役員または内部統制推進責任者による内部統制委員会が選

定したモニタリング事項に係る内部統制システムの有効性の評価により行う。 

４ 独立的評価は、内部監査および監事による監査により行う。 

（改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、内部統制委員会の議を経て行う。 

（雑則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、内部統制委員会の

議を経て、理事長が別に定める。 

 
   附 則 
 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


